
◦
税 

固
定
資
産
税
　
課
税
明
細

書
の
送
付

　
　
　

　
５
月
中
旬
に
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
と

併
せ
て
、
お
持
ち
の
固
定
資
産
の
課
税
明
細
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お

今
年
度
は
、
令
和
４
年
度
と
令
和
３
年
度
の
価

格
に
関
す
る
審
査
の
申
し
出
が
行
え
ま
す
。

▼
税
務
課　
☎
23‐３
５
１
０

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

対
象：
①
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
が
運
転
す
る

場
合
②
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
と
生
計
を
共
に

し
て
い
る
方
が
運
転
す
る
場
合
③
一
定
の
障
害

の
あ
る
方
の
み
の
世
帯
の
た
め
、
常
時
介
護
者

が
運
転
す
る
場
合　

申
請
場
所：
税
務
課
、
市

民
生
活
課（
渥
美
支
所
）、
赤
羽
根
市
民
セ
ン

タ
ー　
申
請
期
限：５
月
31
日（
火
）

▼
税
務
課　
☎
23‐３
５
１
０

国
民
健
康
保
険
税

▪
令
和
４
年
度
国
民
健
康
保
険
税

　
令
和
４
年
４
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
普

通
徴
収（
口
座
振
替
お
よ
び
納
付
書
に
よ
る
納

付
）の
納
期
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
か
ら
は
仮
算
定
を
廃
止
し
、
普

通
徴
収
の
納
期
を
７
月
を
第
１
期
と
し
て
、
以

降
翌
年
２
月
ま
で
の
毎
月
に
な
り
ま
す
。

▪
普
通
徴
収
の
方

　
年
税
額
の
納
税
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付

▪
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
天
引
き
）の
方

　
４
月
・
６
月
・
８
月
期
分
の
特
別
徴
収
開
始

通
知
書
を
、
４
月
上
旬
に
送
付
し
、
年
税
額
の

納
税
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付

▪
未
申
告
の
方
へ

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
中
に
１
人
で
も
、

確
定
申
告
や
住
民
税
申
告
な
ど
が
さ
れ
て
お
ら

ず
、
未
申
告
の
方
が
み
え
ま
す
と
軽
減
判
定
が

行
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
方
は
収
入
が
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課　
☎
23‐２
１
４
９

普
通
徴
収

納
期

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 ２月

算
定
額

各納期それぞれ年税額の1/8の税額

特
別
徴
収

納
期

４月期 ６月期 ８月期 10月期 12月期 ２月期

算
定
額

各納期それぞれ前年度の
２月期と同額

年税額から４・６・８月期の税
額を差し引いた残額の各
納期それぞれ1/3の税額

暮らしの備忘録は、保険年金や税・子育てなどの情報で期
限があるものや更新が必要な内容などを掲載しています。
忘れないように確認しましょう！

内　容 問い合わせ

自動車税・軽自動車
税の納税

対象の方へ５月中旬までに納税通知書を送付します。
５月３１日（火）までに納税通知書記載の金融機関また
はコンビニエンスストアなどで納めてください。
※口座振替登録者は指定口座から引き落とし

自動車税：東三河県税事務所
☎（0532）35-6130
軽自動車税：税務課　
☎23‐3510

今月の納税・使用料

納期限：5月2日（月）　市営住宅使用料（４月分）、保育料（４月分）、国民健康保険税（過随1
期）、後期高齢者医療保険料（随2期）

納期限：４月25日（月）　水道料、下水道料、農業集落排水施設使用料（2・3月分）

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和4年4月│    │21

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


